
建設リサイクル法って知っていますか？建設リサイクル法って知っていますか？ 建設リサイクル法って知っていますか？建設リサイクル法って知っていますか？ 建設リサイクル法って知っていますか？ 

規模の基準 
 

延べ床面積 
80m2 

 
延べ床面積 
500m2 

 

工事金額 
1億円 

 
 

工事金額 
500万円 

契約 
② 

書面によ 
る説明① 

契約 
⑥ 

告知 
⑤ 

YESYES

NONO

えっ？えっ？
 

罰金罰金2
020万円万円

？！ 
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●解体工事の事前届出先は 
　南部総合県民局　県土整備部〈阿南〉建築指導担当 
　☎0884－24－4215

●建設リサイクル法に関する相談は 
　徳島県県土整備部建設管理課　技術・UD担当 
　☎088－621－2622

建物を壊すときは、事前に知事に届出が必要って知っていましたか？ 
建物を建てるときに、建築申請が必要なように壊すときにも届出（＝知事へ）が必要です。 

◇壊すときには分別解体をし、リサイクルしましょう。 

えっ？
 

罰金2
0万円

？！ 

発注者 

※届出をしないと20万円以下の罰金に処せられます 下表の規模以上の工事につ 
いて、分別解体等及び再資 
源化等が義務付けされてい 
ます。 

事前届出③ 

助言・勧告・命令・ 
報告の徴収・立入 
検査 

分別せずに建築物を一気に 
壊してしまう解体 

※建設リサイクル法については 
　徳島県HP（建設リサイクル 
　法について）をご覧下さい。 

・コンクリート廃材 

・アスファルト廃材 

・廃木材 

・再生砕石 

・再生アスファルト 

・木材チップ 

［変更命令］④ 

書面による報告⑧ 

⑦ 
・分別解体等、再資源化等 
　の実施 

・技術管理者による施工の 
　管理 

・現場における標識の掲示 

次の建設業許可をお持ちですか？ 
・土木工事業　・建築工事業 
・とび、土木工事業 

YESYES

NONO500万円以上の工事を請け負い 
ますか？ 

今お持ちの許可で解体工事を実施 
できます。（登録は不要です） 

建設業の許可が必要です。 

登録が 
必要です 

分別解体等と再資源化等の義務付け分別解体等と再資源化等の義務付け 

分
　
　
別 

リ
サ
イ
ク
ル 

県知事 

元請業者 

受 注 者  

元請業者 

ミンチ解体 

分別解体 

最終処分 

不法投棄 

混合廃棄物 

下請負人 

工事の種類 
 

建築物の解体 
 
 
建築物の解体
新築・増築 
 
建築物の修繕・
模様替等（リ
フォーム） 
 
その他の工作
物に関する工
事（土木工事等） 

◇解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。 

YES

NO

YES

NO

分別解体等と再資源化等の義務付け 


